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意  見  書 

 

 

大阪府市で設立する地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所における第１期

中期目標（素案）について、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下

「法」という）第 25 条第３項の規定に基づく本評価委員会の意見は下記のとおり

である。 

 

 

記 

 

法第 25条第３項の規定に基づく地方独立行政法人大阪健康安全基盤 

研究所第１期中期目標（素案）について、妥当とする。 

 

 

以上 

 


